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⑴ 事業内容 

 NPO が町内会等の地域と連携・協働し、継続的に地域の課題解決及び活性化等に取

り組み、活動の持続によって地域力の底上げを図る新たな事業を募集します。 

 令和 8 年度に申請し、採択された場合、令和８年度は地域との連携強化や、より効果

的で継続性のある事業の実現のため、専門家による伴走支援を行い、月１回以上の地域

との打ち合わせ等を行っていただきます。事業の本格実施は令和 8 年度末の審査におい

て採択された場合、令和９年度からとなります。 

⑵ 申請の流れ 

 ⑶ 補助額・補助上限額 

 本事業は、地域課題に取り組む団体を継続的に支援するため、申請初年度を除く３か

年度を上限として、以下の範囲内で補助を行います。なお、各事業年度において、採択

される必要があります。 
 

【申請初年度】上限 10 万円 

【１年目】  100 万円又は補助対象経費の 90％のいずれか低い方 

【２年目】  100 万円又は補助対象経費の 90％のいずれか低い方 

【３年目】  100 万円又は補助対象経費の 90％のいずれか低い方 
 

⑷ 補助の対象 

  
    補助対象経費は、補助金交付決定日から採択された年度の２月末日までに支払額

が確定し、かつ、支払済みの費用を対象とし、事業の実施に直接必要となる下記

の経費とします。 

経費項目   経費の内容・注意事項 

人件費 

・事業実施にあたり直接的に要する人件費 

※積算根拠を明確にすること、原則補助申請額の 20％以内とするこ

と 

報償費 
・外部の講師謝礼、ボランティア謝金など 

※講師謝礼は３ページの講師謝礼基準に準ずること 
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経費項目   経費の内容・注意事項 

旅費・交通費 
・外部の講師等に支払う交通費、宿泊費、事業実施に必要な交通費

や燃料費など 

消耗品費・材料費 ・購入単価が 1 万円未満の物品 

印刷製本費 ・チラシやポスターの印刷費など 

通信運搬費 ・郵便料金など 

広告宣伝費 
・新聞や雑誌などの掲載料 

※デザイン料は委託費に計上すること 

委託費 
※同一相手に合計が 20 万円以上となる場合は、委託に関する説明

書と見積書を添付すること 

使用料及び賃借料 
・会場使用料など 

※収支予算書の内訳欄に使用期間、使用頻度等を記載すること 

備品購入費 

※１年以上の耐用年数で１万円以上の物品 

上限額は補助申請額の 20％以内 

当該事業の実施のために真に必要不可欠なものに限る 

備品購入に関する説明書及び見積書を添付すること 

その他市⾧が適当

と認める経費 
※個別に判断する 

※ １件 10 万円以上の「印刷製本費」「委託料」「備品購入費」の支出にあたって

は、特段の事情がない限り三者以上の見積もりを取得し、報告書に添付してくだ

さい（特段の事情とは、販売を行うものが一者に特定されるなどで複数の見積書

を取得することができない場合を指す）。 

※ 補助金の精算にあたっては、必ず領収書等の支払いが確認できる挙証書類が必

要です。挙証書類がない場合は原則対象経費と認められません。 

  

講師区分 
1 時間当たり単価 

※所得税等を含まない 

大学教員 
教授・准教授 8,000～12,000 円 

講師・助教・助手 4,000～6,000 円 

コンサルタント（研修の講師を主たる職業とする場合等を言う） 10,000～20,000 円 

官公庁職員 6,000～8,000 円 

学識経験者 8,000～15,000 円 

民間企業（「コンタルタント」に該当する場合を除く） 5,000～12,000 円 
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講師区分 
1 時間当たり単価 
※所得税等を含まない 

その他 2,000～10,000 円 

上記の区分に関わらず、その実績が特に評価され著名である者 30,000～50,000 円 
 

    次の経費は対象となりません。 

    ・建設費 

    ・食糧費 

     会議や交流を目的としたサロンでの茶菓は補助対象外です。ただし、事業を達

成するために不可欠かつ必要最小限程度の費用は対象になる場合もあります。

例：食育事業に必要な材料費等 

    ・団体の維持運営に必要な経常的経費（家賃や光熱水費など） 

    ・その他市⾧が適当でないと認める経費 

    なお、事業収益がある場合には、事業収益から対象外経費を控除することができ

ますが、事業に直接関係のない経費、団体の維持運営に必要な経常的な経費、領収

書のない経費などについては、控除の対象とはなりません。控除の対象とする経費

は、事業の性質やその経費の必要性などから個別に判断することとなります。 

⑸ 補助対象期間 

  補助金の交付決定のあった日から令和９年２月 28 日までを補助対象期間とします。 

⑹ 対象団体 

 
    以下のすべての要件を満たした NPO 法人、一般社団法人（非営利型に限る）、

NPO（法人格を有しない任意団体）等を対象とします。 

   ① 札幌市内に事務所を有すること。 

   ② 継続して１年以上の活動実績があること。 

   ③ 札幌市の契約規則に基づく契約者としての不適格要件に該当しないこと。 

   ④ 札幌市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

   ⑤ 構成員が 10 人以上の団体であること。 

   ⑥ 宗教活動や政治活動が主たる目的の団体でないこと。 

   ⑦ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第３条に規定する公職を 

いい、候補者を含む。）及び政党の推薦並びに反対等が活動の目的となっていな 
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いこと。 

   ⑧ 特定の政党のために利用されていないこと。 

   ⑨ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）でないこと。 

   ⑩ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統制の下にあ

る団体でないこと。 

   ⑪ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147

号）第 5 条及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の

下にある団体でないこと。 

   ⑫ 会則や会計に係る規則等を設けていること。 
 

 
   以下のすべての条件を満たした町内会等（自治会や連合町内会）、まちづくり活動

を行う地縁団体（地区民生委員・児童委員協議会、福祉のまち推進センター、青少年

育成委員会等）を対象とします。なお、事業者（営利企業や商店街等）は対象となり

ません。 

   ① 札幌市内に事務所を有すること。 

   ② 継続して１年以上の活動実績があること。 

   ③ 札幌市の契約規則に基づく契約者としての不適格要件に該当しないこと。 

   ④ 札幌市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

   ⑤ 宗教活動や政治活動が主たる目的の団体でないこと。 

   ⑥ 特定の公職（公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第 3 条に規定する公職をい

い、候補者を含む。）及び政党の推薦並びに反対等が活動の目的となっていない

こと。 

   ⑦ 特定の政党のために利用されていないこと。 

   ⑧ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）でないこと。 

   ⑨ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統制の下にあ

る団体でないこと。 

   ⑩ 差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147

号）第 5 条及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の

下にある団体でないこと。 

   ⑪ 会則などの規則等を設けていること。 
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⑺ 事業要件 

   以下のすべての要件を満たした事業を対象とします。 

   ① 非営利かつ不特定多数の地域住民を対象とした事業であること。 

   ② NPO が実施主体となり、地域の課題に取り組む新たな事業であること。 

   ③ 事業に関わる活動団体の間で、既に連携・協力関係が構築されていること。 

   ④ 札幌市内で活動を行う事業であること。 

   ⑤ 補助金を交付した次年度以降も、継続できる仕組みを有する事業であること。 

   ⑥ 特定の個人又は団体等に限定した親睦又はレクリエーションを主たる目的とす

る事業でないこと。 

   ⑦ 特定の個人又は団体等の営利を目的とした事業でないこと、若しくは、その広

告・宣伝が直接の目的であると認められる事業でないこと。 

   ⑧ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業でないこと。 

   ⑨ 公序良俗に反する事業でないこと。 

   ⑩ 補助金交付年度において、札幌市からの委託や他の助成金等を受ける又は受け

る予定の事業でないこと。 

   ⑪ 過去にネットワーク事業において、補助金を受けた事業でないこと。 

⑻ 応募方法 

  

   令和８年６月 26 日（金）15 時必着 

  

   下記の様式を札幌市ホームページからダウンロードし、提出してください。 

   また、記載方法ついてもホームページを参照してください。 

  【札幌市ホームページ：令和８年度ネットワーク事業】 

    

NPO（実施主体） 

(1) 企画提案提出書（様式１） 

(2) 企画提案書（様式２） 

(3) 

収支予算書（様式４） 

 
別添１～委託に関する説明書、見積書 ※必要に応じて 

別添２～備品購入に関する説明書、見積書 ※必要に応じて 

(4) 納税に関する申出書（様式５） ※法人格がある場合 



7 

 

NPO（実施主体） 

(5) 

直近年度の事業報告書（活動内容の説明）・活動計算書・その他必

要に応じ活動内容の分かる資料 

既存の団体パンフレット等を添付する場合は 10 部提出してください 

NPO 法人以外は、以下の書類も必要に応じて提出してください。 

(6) 
代表者に関する申出書及び住民票の写し（様式６） 

※法人格が無い場合 

(7) 登記事項証明書の写し  ※法人格がある場合 

(8) 団体の組織及び規模（役員や構成員など）がわかるもの 

(9) 規則等の写し 

連携団体 ※事業者（営利企業や商店街等）は対象外です。 

(1) 連携確認書（様式３） 

(2) 納税に関する申出書（様式５） ※法人格がある場合 

(3) 

直近年度の事業報告書（活動内容の説明）・活動計算書・その他必要に

応じ活動内容の分かる資料 

既存の団体パンフレット等がある場合は 10 部提出してください。 

(4) 
代表者に関する申出書及び住民票の写し（様式６） 

※法人格が無い場合（ただし、町内会等は除く） 

(5) 登記事項証明書の写し  ※法人格がある場合 

(6) 団体の組織及び規模（役員や構成員など）がわかるもの 

(7) 規則等の写し 
 

  
   企画提案書一式は原則メールで提出してください。パンフレットなどメールで提出

できない書類は、別途郵送又は持参により提出してください。 
提出先 

〒060-8611 

札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎 13 階南側 

市民文化局 市民自治推進室 市民自治推進課 

TEL：011-211-2964 メール：shimin-support@city.sapporo.jp 

メール送信時の注意事項 

①件名について 

件名を「令和８年度ネットワーク事業 企画提案書の提出（団体名）」としてく

ださい。 

②メール送信後の電話連絡について 
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申請書類が提出できているかを確認するため、メール送信後に必ず電話でご連絡

ください。ご連絡がなく、提出期限後に提出していたことが判明した場合でも、

期限内に提出されなかったものとして、取り扱いさせていただきます。 

⑼ 審査方法 

  有識者等により組織された「地域課題解決に向けたネットワーク構築事業審査委員

会（以下「審査委員会」という。）」の審査により、補助候補事業を決定します。審

査は下記のとおり行います。 

  

   ・各委員の採点（100 点満点）を集計した合計点が６割以上、かつ、合計点が多い

ものから順に二次審査の対象とします。 

   ・審査前に追加資料の提出を依頼する場合があります。 

   ・一次審査の結果は、二次審査に持ち越しません。 

   ・応募件数が少数の場合は、一次審査を省略する場合があります。 

  

   ・応募団体によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリング審査とします。 

なお、プレゼンテーションの際は、連携団体側からも必ず１名同席していただき 

ます。 
   ・各委員の採点（100 点満点）を集計した合計点が６割５分以上のもののうち、合

計点の多いものから順に、予算の範囲内で審査委員会の協議により企画提案を採

択し、補助金を交付します。 

   ・審査前に追加資料の提出を依頼する場合があります。 

   ・二次審査の日時については、別途連絡いたします。なお、審査日時の変更は原則

できません。あらかじめご承知おきください。 

  
  【１年目の申請事業】 

評価項目    配点 

地域課題の把握 
的確に課題を把握し、地域課題解決のための事業目的が

明確に設定されているか 
30 

事業内容 事業の効果性、計画性、実現性が適切なものであるか 30 

連携・役割 実施主体と連携団体の連携関係が構築されているか 20 

継続性 
地域に定着した活動となり、自立して継続していくため

の仕組みの構築が期待できる事業内容であるか 
20 
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  【２年目の申請事業】 

評価項目 配点 

地域課題の把握 
的確に課題を把握し、地域課題解決のための事業目的が

明確に設定されているか 
30 

事業内容 事業の効果性、計画性、実現性が適切なものであるか 30 

連携・役割 
実施主体と連携団体の連携関係が構築されているか 

１年目の活動が事業実施において有効なものであったか 
20 

継続性 
地域に定着した活動となり、自立して継続していくため

の仕組みの構築が期待できる事業内容であるか 
20 

⑽ 留意事項 

  ① 提出された書類等は返却いたしません。 

  ② 応募に要する費用については、応募者の負担とします。 

  ③ 次のいずれかに該当する場合は、無効提案とする場合があります。 

   ・活動要件や応募要件に掲げる事項に適合しない場合 

   ・提出書類の記載すべき事項に全部又は一部が記載されていない場合 

   ・提出書類の記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

   ・提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

  ④ 採択された事業内容及び団体名は公表いたします。 

  ⑤ 採択された場合、別途、補助金申請の手続きが必要となります。補助金申請の手

続きについては、採択された団体に対し別途ご連絡いたします。 

  ⑥ ネットワーク事業実施後、指定の様式により事業の成果を証明する資料及び収支

決算書（領収書等含む）を添付し提出していただきます。なお、補助対象軽費とし

て認められるものは、応募時に提出された収支予算書の内容に基づくものとなりま

す。不用額が生じた場合でも、自由に他の経費に充てることはできません。 

  ⑦ 採択された団体に対し、事業の支援や本事業の調査研究のため、本市が委託する

コンサルタント会社を派遣する場合があり、その際、企画提案書や報告書の提供を

求めることがあります。 

  ⑧ 採択された場合、補助終了後、補助対象年度末の翌日から起算して 3 年間の活動

状況について、報告書の提出が必要です。 

⑾ 遵守事項 

  ネットワーク事業の実施にあたっては、法令及び札幌市の条例、規則、関係要綱並び

に関係要領等の規定を順守していただきます。 
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〈応募にあたってのお願い〉 

応募にあたっては、連携団体間において、取組の必要性や実施内容等について十分

に協議を行い、目的・目標を共有するとともに、連携・協力の具体的な役割分担や事

業の進め方及び事業の継続等の詳細について、あらかじめ合意を得てください。 

⑿ ネットワーク事業のスケジュール 


